
会社法における

コーポレート・ガバナンス規制の改正

一 はじめに

平成１７年６月２９日、「会社法」（平成１７年法律８６号）が国会で可決され

た。この新会社法は、会社に関する法規定を形式面でも実質面でも大幅に

変更した。

１ 形式面の変更点

形式面の変更点としては、まず、複数の法律にまたがって規定されてい

た会社に関する法規定を、一つの法典にまとめたことが挙げられる。すな

わち、従来は商法（明治３２年法律４８号）第２編、商法特例法（「株式会社

の監査等に関する商法の特例に関する法律」。昭和４９年法律２２号）、有限会

社法（昭和１３年法律７４号）などに分散して規定されていたが、これを「会

社法」にまとめたのである１。

また、現代語化も形式面での変更点の一つである。会社に関する法規定

の中核をなす商法は文語体で書かれており、また明治時代の立法であるた

め用語も現代にそぐわないもの（典型的には「番頭」「手代」（改正前商法

３８条２項）など）があった。新会社法は文体を口語体に直し、また用語の

１ 相澤哲＝郡谷大輔「新会社法の解説� 会社法制の現代化に伴う実質改正の

概要と基本的な考え方」商事法務１７３７号１２頁（２００５年）。
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現代語化を図った２。

その他の形式面での変更としては、編立てを変更し、また条文配置を工

夫して条文の準用をできるだけ廃するなど、利用者が利用しやすい法律を

目指していることも挙げられる３。

２ 実質面の変更

こうした形式面での変更のみならず、会社法は、会社に関する法規定を

実質面でも変更している。

新会社法制定以前、会社に関する法規定については、短期間で何度もの

改正が行われていた。平成１２年以降について見れば、主な改正として、平

成１２年改正（会社分割制度の導入。内閣提出法案）、平成１３年６月改正（法

律７９号。自己株式取得・保有規制の緩和等。議員立法）、平成１３年１１月改

正（法律１２８号。株式制度改正、ITへの対応。内閣提出法案）、平成１３年

１２月改正（法律１４９号。監査役制度の強化、取締役の責任軽減制度の導入、

株主代表訴訟制度の改革。議員立法）、平成１４年改正（委員会等設置会社

の導入等。内閣提出法案）、平成１５年改正（自己株式取得制度改正。議員

立法）、平成１６年改正（電子公告制度の導入、株券不発行制度の導入。内

閣提出法案）が挙げられる。このように、会社に関する法規定が、内閣提

出法案によるものと議員立法とが入り交じって相次いで改正されており、

部分的には体系的整合性を欠く部分も見られるようになった。このため、

全体的な整合性を持たせ、また現在の経済的・社会的状況に適合するよう

に体系的に見直しをする必要が生じた。こうして、新会社法では実質的改

正も行われたのである４。

２ 相澤他・前掲脚注１・１２頁。

３ 相澤他・前掲脚注１・１３頁。

４ 相澤他・前掲脚注１・１２頁。
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新会社法による実質的改正は、大きく３つに分類できる。

第一は、規制緩和のための改正である。従来の商法は、規制によって会

社をあるべき姿へ誘導するという考え方が色濃かったといえる。しかし、

近時においては迅速かつ効率的な経営の実現という要請も強い。そこで、

従来の規制のうち経済実態にそぐわず不要なものを除去することで、会社

が負担を強制されていたコストを軽減することとした。また、当事者の自

由な選択が許されていなかった事項につき、当事者の選択肢を拡大し自由

に委ねることで、より迅速かつ効率的な経営に適した会社を作り上げるこ

とを可能にしたのである５。

第二は、規制の不均衡の是正のための改正である。従来、経済的実質は

ほぼ同一でありながら、歴史的経緯等により異なる規制が併存したものが

あったが、これを是正した。有限会社を廃止し株式譲渡制限会社である株

式会社に統合したのは、その代表例である６。

そして最後に、規制強化のための改正である。会社をめぐる関係者の利

害調整が適切に行わるように、従来なかった規制が設けられたり、規制が

強化されたりしている７。

こうした実質的改正は会社法の全領域にわたるが、本報告ではそのうち

コーポレート・ガバナンスに関わる改正につき説明することとする。

二 新会社法によるコーポレート・ガバナンスに
関わる改正点

コーポレート・ガバナンスに関する改正は多岐にわたるが、本報告では

そのうち重要と思われるものにつき、前述の３つに分類して取り上げるこ

５ 相澤他・前掲脚注１・１６頁。

６ 相澤他・前掲脚注１・１８頁。

７ 相澤他・前掲脚注１・１９頁。
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ととする。

１ 規制緩和

コーポレート・ガバナンスに関する規制緩和の例としては、以下のもの

が挙げられる。

� 機関構成の多様化

従来、株式会社においては、会社規模により機関の組み合わせは固定さ

れていた。すなわち、株式会社を大会社（廃止前商法特例法１条の２第１

項。資本金５億円以上または負債２００億円以上の会社）、小会社（廃止前商

法特例法１条の２第２項。資本金１億円以下の会社）、それ以外の会社（い

わゆる中会社）に分け、中会社には株主総会以外の機関として取締役会と

監査役が置かれた。小会社においても取締役会と監査役が置かれたが、監

査役の権限は会計監査に限定された（廃止前商法特例法２２条以下参照）。

大会社においては、複数の監査役により監査役会が組織され（廃止前商法

特例法１８条の２第１項）、また会計監査人が置かれた（廃止前商法特例法

２条１項）。有限会社においては、規模にかかわらず、取締役を置くこと

を要し（廃止前有限会社法２５条）、また定款に規定することで監査役を設

置することができた（廃止前有限会社法３３条１項）。

ただし、会社法制定以前においても、機関構成の多様化の動きはあった。

平成１４年商法特例法改正により、定款の規定によって大会社が委員会等設

置会社を選択すること（廃止前商法特例法１条の２第３項）、中会社が大

会社と同様の機関の組み合わせを選択すること（廃止前商法特例法２条２

項）が可能となっている。

これに対し、新会社法では、機関設計についての法による義務づけを最

小限にとどめ、広く当事者の自由な選択を認めた。具体的には、会社を規

模の大小のみならず、株式譲渡制限の有無によっても区分し、それぞれの
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類型ごとに選択可能な機関の組み合わせが定められた８。会社は定款の規

定によって機関の組み合わせを選択できる（会社法３２６条２項）。

会社法の下での法規制としては、まず、公開会社（会社法２条５号。株

式譲渡制限のない株式がある会社）についての規制がある。公開会社は、

株主が自由に譲渡されうるものであるため、株主が頻繁に変動する可能性

があり、それゆえ株主による経営への継続的かつ積極的関与を期待するこ

とは困難であることも考えられる。このため、取締役会の設置を強制し（会

社法３２７条１項１号）、また監査役など経営者をコントロールする機関の設

置を強制する（会社法３２７条２項など）といった手段によって、経営の健

全性確保を図ることとしている９。これに対し、非公開会社においては、

株主によるコントロールが期待できるため、上記の機関の設置を強制する

必要はない１０。また、こうした会社が公開会社同様の機関設計を採用する

ことをあえて法で禁じなければならない合理的な理由もない１１。そこで、

株主総会の他の機関として取締役のみを置く会社とするか、取締役に加え

て監査役を置く会社とするか、公開会社と同様に取締役会を置くこととす

るか、といった機関設計を株主の選択に委ねることとしたのである。

また、大会社（会社法２条６項。定義は従来と同じ）についての規制も

ある。大会社は、その規模が大きく計算関係が複雑となる上、債権者など

の利害関係者も多数にわたることが多い。このため、外部の専門家による

会計監査を強制するなどの手段によって、会社の会計処理の適正さを担保

する必要が生じる。そこで、大会社には会計監査人を置くことが義務づけ

８ 相澤哲＝石井裕介「新会社法の解説� 株主総会以外の機関�」商事法務１７
４４号８８頁（２００５年）。

９ 相澤他・前掲脚注８・９２頁。

１０ 非公開会社において、従来の有限会社と同様の機関設計を採用できるように

したという側面もある。相澤哲編著『一問一答 新・会社法』１０９頁（商事法

務、２００５年）。

１１ 相澤・前掲脚注１０・１０３頁。
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られ（会社法３２８条、３２７条５項）、加えて、会計監査人の独立性担保のた

め委員会または監査役が置かれることが要求される（会社法３２７条３項）１２。

これに対し、中小会社については、会社に多大なコストのかかる外部者に

よる会計監査などを強制することはかえって社会的に不利益である。しか

し、こうした会社が大会社同様の機関設計を採用することを認めない理由

もない１３。それゆえ、会計監査人の設置は任意とし、会計監査人を置かな

いこととするか、大会社同様会計監査人を置くこととするかは株主の選択

に委ねたのである。

以上の結果、公開大会社においては従来と同様の機関の組み合わせしか

認められないのに対し１４、非公開中小会社においては多様な機関の組み合

わせが認められることとなる。

また、新会社法は新たに「会計参与」という機関を創設した。会計参与

は取締役と共同して計算書類等の作成等の職務を遂行する機関であり（会

社法３７４条１項）、選任されるのは公認会計士（監査法人）または税理士（税

理士法人）に限られる（会社法３３３条１項）。会計参与は原則として定款に

より任意に設置することができるものであり（会社法３２６条２項）１５、これ

１２ 相澤他・前掲脚注８・９３頁。

１３ 相澤・前掲脚注１０・１０３頁。

１４ 委員会設置会社ではない公開大会社においては、監査役会の設置が強制され

ている（３２８条１項）。これは、こうした会社では株主が多数になりかつ頻繁に

移動することも多く、株主による経営への監視が及びにくいためと説明されて

いる。相澤他・前掲脚注８・９４頁。かかる強制により、公開大会社については、

新会社法の下でも従来の選択肢（監査役会設置会社と委員会等設置会社）と同

様の選択肢しか与えられないこととなる。

１５ 委員会設置会社ではない非公開会社で、取締役会を設置しながら監査役を置

かない場合、会計参与の設置が強制される（会社法３２７条２項但書）。非公開会

社においては株主による監督がある程度期待できることから、会計の適正さを

担保するための仕組みを採用する（すなわち、会計参与または会計監査権限の

みを有する監査役を置く）ことで足りるとしたためである。相澤他・前掲脚注

８・９３頁。
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も機関構成の多様化を可能としている。

このように、とりわけ非公開中小会社においては定款自治の幅が広がっ

ている。会社が自らに適合した機関の組み合わせを選択することで、より

好ましいコーポレート・ガバナンスが実現されることを法は期待している

のである。

� 取締役の解任

従来、株式会社の取締役の解任は、株主総会の特別決議によることとな

っていた（改正前商法２５７条１項）。特別決議に関しては定款の規定によっ

ても定足数を３分の１未満にすることができないとされていた（改正前商

法３４３条２項）。また、議決権の３分の２以上の賛成という決議要件につい

ては、加重は定款の規定により可能と解されていた１６。

これに対し、新会社法においては、取締役の解任については、累積投票

（会社法３４２条）により選任された取締役を除き、株主総会の普通決議に

よることとされた（会社法３３９条１項、３０９条２項７号参照）。ただし、定

款の規定によっても定足数を３分の１未満にすることができず、議決権の

過半数の賛成という決議要件については定款により加重可能である（会社

法３４１条）。この改正は株主総会による取締役に対するコントロールの強化

を意図したものであるが１７、解任の株主総会決議の要件につき、定款自治

の幅を広げたものともいえよう。

� 剰余金配当の決定機関

従来、利益配当については、利益処分案の承認という形で、株主総会の

決議を要していた（改正前商法２８３条１項）。ただし、委員会等設置会社に

１６ 江頭憲治郎『株式会社・有限会社法（第４版）』３１７頁（有斐閣、２００５年）。

ただし、定款による加重も認められないとの見解も存在した。実方謙二・新版

注釈会社法（１２）２８頁・３４３条注釈３。

１７ 相澤・前掲脚注１０・１２３頁。
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ついては、一定の条件の下で、取締役会の承認があれば株主総会の承認を

得たものとみなすこととされていた（廃止前商法特例法２１条の３１第１項）。

新会社法においては、原則として剰余金の配当は株主総会が決定するこ

ととされている（会社法４５４条１項）。ただし、会計監査人設置会社である

監査役会設置会社または委員会設置会社であり、かつ取締役の任期が１年

を超えない会社は、定款の定めにより、取締役会に決定権限を授権できる

（会社法４５９条１項４号）。このような授権がある会社においては、一定の

条件の下で、取締役会が剰余金の配当について決定をすることができる（会

社法４５９条２項）。さらに、この場合、株主総会の配当に関する決定権限を、

定款の定めにより否定することも可能である（会社法４６０条１項）。この改

正は、委員会等設置会社と監査役会設置会社の不合理な差異の解消や、自

己株式買受けの規制と配当の規制の不合理な差異の解消をその目的とする

ものであるが１８、機関の権限分配につき、定款自治を拡大したものともい

えよう。

� 事業譲渡・組織再編行為の株主総会による承認

従来、株式会社が営業の全部または重要な一部を譲り渡し、または営業

の全部を譲り受ける場合には、株主総会の特別決議による承認を要した（改

正前商法２４５条１項１号、３号）。また、合併等の組織再編行為についても、

原則として、株主総会の承認を要した（改正前商法４０８条１項など）。しか

し、譲受けの対価が会社の純資産額の２０分の１以下の場合や、合併に際し

発行する新株が発行済株式総数の２０分の１以下である場合など、営業譲渡

や組織再編の規模が小さい場合においては、株主総会の承認決議を省略で

きる（簡易営業譲受け、簡易合併等）とされていた（改正前商法２４５条ノ

５第１項、４１３条ノ３第１項など）。規模が小さく株主・会社への影響が少

１８ 相澤哲＝岩崎友彦「新会社法の解説� 株式会社の計算等」商事法務１７４６号

３６頁（２００５年）。
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ない事業譲受け・組織再編行為については、株主総会決議を要求すること

は手間と費用の割に意味が乏しく１９、経営者の決定に委ねるものとしたの

である。

新会社法においても、事業の全部または重要な一部の譲渡、全部の譲受

けや合併等の組織再編行為につき、株主総会の承認を要する（会社法４６７

条１項１号ないし３号）。ただし、譲受けの対価として交付する資産の帳

簿価額が純資産額の５分の１以下の場合、株主総会の承認決議を省略でき

る（会社法４６８条２項）。合併に際し交付する会社の株式の数に一株当たり

純資産額を乗じて得た額、および交付するその他の財産の帳簿価額が純資

産額の５分の１以下である場合、存続会社につき株主総会の承認決議を省

略できる（会社法７９６条３項）。その他の組織再編についても同様の省略が

認められる。新会社法の下では、株主の保護を図りながら機動的な組織再

編を実現するため、簡易組織再編等の対象となるための量的要件が見直さ

れ、「２０分の１以下」から「５分の１以下」に拡大したのである２０。

また、事業譲渡の相手方が会社の議決権の１０分の９以上を有する場合や、

吸収合併の相手方が自社の議決権の１０分の９以上を有する場合などにも、

株主総会の承認決議を省略できることとなった（会社法４６８条１項、７８４条

１項等。略式事業譲渡、略式合併等）。これは、圧倒的な大株主がいるた

め株主総会において確実に承認されると予想される事業譲渡・組織再編行

為につき、株主総会の開催を不要とし、簡易・迅速な組織再編を可能にす

るものである２１。

以上のように、組織再編等の場面でも、株主総会の承認を要するとする

規制が緩和されているのである。

１９ 龍田節『会社法（第１０版）』４１５頁（有斐閣、２００５年）。

２０ 相澤哲＝細川充「新会社法の解説� 組織再編行為�」商事法務１７５３号４２頁
（２００５年）。

２１ 相澤他・前掲脚注２０・４３頁。

112 会社法におけるコーポレート・ガバナンス規制の改正（岡田）



２ 規制の不均衡の是正

コーポレート・ガバナンスに関する規制の不均衡の是正の例としては、

以下のものが挙げられる。

� 有限会社の廃止（有限会社と株式会社の一本化）

有限会社制度は、株式会社の有限責任制と合名会社の簡便さを結びつけ

て作られたドイツの有限会社（GmbH）を参考に、昭和１３年日本に導入さ

れたものである２２。しかし、日本においては、有限会社制度が本来対象と

している中小規模企業が有限会社を利用せず、株式会社形態を取る例が少

なくなかった。中小規模閉鎖株式会社の経済実態と有限会社のそれは、大

きく異なるものではなかった。しかし、法的には両者には多くの相違点が

あった。そこで、株式会社制度の中に有限会社法制の実質を取り込むこと

が、むしろ適切な企業形態の選択を促すとの観測の下、新会社法は有限会

社を廃止し株式会社に一本化することとしたのである２３。

有限会社と株式会社の一本化に伴い、両者で異なっていた規制について

調整がなされることとなった。前述の機関設計もその一つで、非公開中小

会社である株式会社においては、従来の有限会社の機関設計（すなわち、

株主総会以外の機関として取締役のみ、または取締役と監査役を置くとい

う機関設計）を実現することができるようになっている。

このような調整の例としては、他に、株主総会の決議事項に関する規制

が挙げられよう。従来、株式会社の株主総会の決議事項は、法令および定

款で規定する事項に限られていた（改正前商法２３０条ノ１０）。これに対し、

有限会社の社員総会の決議事項については、明文規定が置かれておらず、

会社に関する全ての事項につき、社員総会は決議できるものと解されてい

２２ 龍田・前掲脚注１９・１４頁。

２３ 江頭憲治郎『株式会社法』３頁（２００６年、有斐閣）。
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た２４。新会社法は、取締役会の設置の有無という基準で株式会社を区分し、

取締役会設置会社の株主総会の決議事項については従来の株式会社と同様

とし（会社法２９５条２項）、取締役会非設置会社の株主総会の決議事項につ

いては従来の有限会社と同様とした（会社法２９５条１項）のである２５。

さらに、取締役の競業行為・利益相反行為の規制が、調整の例としてあ

げられよう。従来、株式会社の取締役の競業行為・利益相反行為について

は、取締役会の承認を要するものとされていた（改正前商法２６４条１項、

２６５条１項）。これに対し、有限会社の取締役の競業行為・利益相反行為に

ついては、社員総会の認許を要するものとされていた（廃止前有限会社法

２９条１項、３０条１項）２６。新会社法は、こうした規律の不均衡を解消するた

め、取締役会設置会社の取締役の競業行為・利益相反行為については従来

の株式会社と同様とし、取締役会非設置会社の取締役の競業行為・利益相

反行為については、株主総会の承認を要することとした２７。

� 取締役の責任

従来、委員会等設置会社以外の株式会社においては、取締役は、①違法

配当、②株主権の行使に関する利益供与、③他の取締役に対する金銭の貸

付け、④利益相反取引、⑤法令・定款違反行為、による会社の損害につき

賠償責任を負うものとされていた（改正前商法２６６条１項）。このうち①か

２４ 江頭・前掲脚注１６・２８６頁。

２５ 相澤哲＝細川充「新会社法の解説� 株主総会等」商事法務１７４３号１９頁（２０

０５年）。

２６ 競業行為や利益相反行為に「認許」を与えたときは、その行為から会社に損

害が生じても取締役の責任を問うことができないとされていた。江頭・前掲脚

注１６・３７６頁、３８３頁。これに対し、改正前商法および現行会社法の下での「承

認」には、取締役の責任を完全に免除するという効果はない。江頭・前掲脚注

２３・３９６頁。

２７ 相澤他・前掲脚注８・１０１頁。
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ら④による損害賠償責任は無過失責任と解されていた２８。また、①から③

による責任の免除は総株主の同意を要し、株主総会・定款または契約によ

る責任軽減規定（改正前商法２６６条７項以下）の対象外とされていた２９。こ

れに対し、委員会等設置会社においては、取締役は任務懈怠による会社の

損害につき賠償責任を負うものとされ（廃止前商法特例法２１条の１７第１項）、

また②、④につき賠償責任を負うものとされていた（廃止前商法特例法２１

条の１９、２１条の２１第１項）３０。これは②による責任を除いて過失責任であり

（廃止前商法特例法２１条の２１第１項但書参照）、また②、④による責任を

除いて株主総会・取締役会決議または契約による責任軽減規定の対象とな

った（廃止前商法特例法２１条の１７第４項ないし７項）。有限会社において

は、①、⑤、および認許のない競業取引・利益相反取引による会社の損害

につき賠償責任を負うものとされていたが（廃止前有限会社法３０条ノ２第

２８ ④による責任につき、最判平成１２年１０月２０日民集５４巻８号２６１９頁。ただし、

④による責任については、過失責任と解すべきという見解も有力であった。龍

田・前掲脚注１９・８１頁。また、立法論としては過失責任とすべきとするものも

あった。江頭・前掲脚注１６・４０１頁。

①による責任についても、無過失責任とする立場が有力であったようである。

近藤光男・新版注釈会社法� ２６２頁・２６６条注釈６。しかし、無過失責任と解

することに反対する見解もあった。龍田・前掲脚注１９・８８頁。また、立法論と

して過失責任とすることに疑問を呈するものもあった。江頭・前掲脚注１６・４００

頁。

２９ ④による責任については、総株主の議決権の３分の２以上の多数の同意によ

り免除が可能であった（改正前商法２６６条６項）。このような規定が置かれてい

るのは、④による責任が無過失責任とされていることを考慮してのことである

と従来説明されていた。しかし、新会社法では④による責任も原則過失責任化

したため、この規定を維持する必要性も存しなくなり、削除されている。相澤

哲＝石井裕介「新会社法の解説� 株主総会以外の機関�」商事法務１７４５号２４
頁（２００５年）。

３０ ③については特別の規定は置かれず通常の利益相反行為の責任として扱われ

た。また、①については執行役の責任のみが規定され、取締役の責任としては

任務懈怠の責任として扱われた。江頭・前掲脚注１６・４６３頁。
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１項）、社員総会決議等による責任軽減規定は置かれていなかった。

こうした差異については、会社の機関設計の差異により責任の性質に違

いを設けることには必ずしも合理性はなく、また、近代私法における責任

のあり方は過失責任が原則であり、無過失責任規定は厳格に過ぎるとの批

判もなされていた。そこで、新会社法は取締役の会社に対する責任につい

ては、取締役が自己のために行った利益相反取引による責任、利益の供与

を行った取締役の責任を除き（会社法４２８条１項、１２０条４項但書）、過失

責任とした３１。また、全ての株式会社につき株主総会決議による取締役の

任務懈怠責任の軽減（会社法４２５条）、および契約による社外取締役の任務

懈怠責任の軽減（会社法４２７条）を認めた３２。

３ 規制強化

コーポレート・ガバナンスに関する規制強化の例としては、以下のもの

が挙げられる。

� 会計監査人の責任

会計監査人も取締役等と同様、任務懈怠による会社の損失につき損害賠

償責任を負う（会社法４２３条１項。廃止前商法特例法９条も同様）。

しかし、従来は、会計監査人については取締役・監査役と異なり責任免

除・軽減規定が置かれておらず、また、株主代表訴訟の対象とはされてい

なかった。このため、経営者の判断で責任免除・軽減ができると解されて

３１ 相澤他・前掲脚注２９・２２頁。

３２ 相澤他・前掲脚注２９・２５頁。なお、定款による責任軽減が認められるには、

取締役が２人以上の監査役設置会社または委員会設置会社であることが要求さ

れる（会社法４２６条１項）。また、取締役が自己のために行った利益相反取引に

よる責任は責任軽減の対象とならず（会社法４２８条２項）、違法配当や利益供与

による責任についても対象外である。
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いた３３。

しかし、経営者の判断で責任免除・軽減ができるとすると、会計監査人

の職務執行が経営者の意向に左右されることや、責任が追及されないおそ

れがある。そこで、新会社法はこれを改め、責任免除・軽減規定を置き、

会計監査人についても責任免除・軽減できる場合を制限した（会社法４２４

条以下）。また、株主代表訴訟の対象とし、株主による責任追及を可能と

した（会社法８４７条１項）３４。

� 取締役の任期

従来、株式会社においては、取締役の任期は２年とされていた（改正前

商法２５６条１項）。任期は法定の上限を示すものとされており、定款または

選任決議により短縮することは可能とされていた３５。なお、委員会等設置

会社の取締役の任期は１年とされていた（廃止前商法特例法２１条の６第１

項）。これに対して、有限会社は任期の規定なく、辞任・解任や欠格事由

の発生がない限り任期が続くとされた３６。

新会社法は、取締役の任期を原則として２年とし、定款または株主総会

決議により短縮することが可能であることを明示した（会社法３３２条１項）。

ただし、委員会等設置会社の取締役の任期は１年であり（会社法３３２条３

項）、また、委員会設置会社を除く非公開会社の取締役の任期は定款によ

り１０年まで伸長することが可能となっている（会社法３３２条２項）。非公開

会社については株主の変動がまれであり、頻繁に株主の信任を問う必要が

ないこと、また選解任による株主のコントロールが公開会社よりは期待で

きることから、任期の伸長を認めている３７。もっとも、非公開会社といえ

３３ 龍田節・新版注釈会社法（６）５７５頁・商特９条注釈７。

３４ 相澤他・前掲脚注２９・２４頁。

３５ 江頭・前掲脚注１６・３４０頁。

３６ 江頭・前掲脚注１６・３４０頁。

３７ 相澤・前掲脚注１０・１２２頁。
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ども、定期的な信任は必要であると考え、延長の上限が設けられている。

従来の株式会社からすれば規制緩和といえるが、一方で従来の有限会社か

らすれば新たに任期の規制が加えられたことになり、規制強化といえる３８。

� 内部統制システムに関する規制

新会社法の下では、大会社および委員会設置会社においては、取締役（委

員会設置会社においては執行役）の職務の執行が法令および定款に適合す

ることを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するため

に必要な体制の整備につき、取締役会（取締役会非設置会社においては取

締役）が決定することを義務づけている（会社法３６２条４項６号、５項、

会社法施行規則９８条等）。また、決定された内容については事業報告に記

載されなければならず（会社法施行規則１１８条２号）、監査役設置会社にお

いては監査役、委員会設置会社においては監査委員会の監査を受けなけれ

ばならない（会社法施行規則１２９条１項５号、１３１条１項２号）。

これは、平成１４年商法特例法改正で委員会等設置会社につき設けられて

いた規制を、大会社一般に拡大したものである。大会社については、活動

が社会に与える影響が大きいことから、適正なガバナンスの確保が特に重

要である。また、近時、学説および裁判例において、取締役の義務である

善管注意義務の一内容として、取締役は内部統制システムの構築義務を負

うとされてきた３９。こうしたことから、新会社法は上記のような決定、開

示、および監査についての規制を設けたものである４０。こうした規制を設

けることで、義務の遂行を確実にし、また促進することができ、社会に大

きな影響を与える大規模会社等の経営の健全性の確保が図られるといえよ

う。

３８ 相澤他・前掲脚注８・９７頁。

３９ たとえば大阪地判平成１２年９月２０日商事法務１５７３号４頁など。

４０ 相澤・前掲脚注１０・１２８頁。
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なお、内部統制システムに関しては、金融商品取引法４１平成１８年改正に

より、上場会社については新たに二つの義務が課されることとなった。一

つは、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要

な体制について評価した報告書（内部統制報告書）の提出義務である。こ

の内部統制報告書は有価証券報告書とあわせて提出することが要求されて

おり（金融商品取引法２４条の４の４第１項）、また、公認会計士または監

査法人による監査証明を要することとされている（金融商品取引法１９３条

の２第２項）。もう一つは、有価証券報告書等の記載内容が金融商品取引

法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書の提出義務で

ある（金融商品取引法２４条の４の２第１項）。金融商品取引法のこれらの

規制の導入は、ディスクロージャーの適正性を確保していくために財務統

制にかかる内部統制の強化を図るためである４２。これらの規制は、米国

Sarbanes-Oxley法３０２条および４０４条を参考として作られたものである（い

わゆる「日本版 SOX法」）。これらは、上場会社の財務報告を中心とした

開示に関する内部統制につき一定の基準を要求し、開示の真実性を確保す

ることを目指すものであるといえる。

三 おわりに

以上見てきたように、新会社法によるコーポレート・ガバナンスの改正

は、規制を調整することにより、従来の規制から生じる過剰なコストを削

４１ 従来の題名は「証券取引法」であったが、平成１８年改正により「金融商品取

引法」に変更された。これは、法が規制対象とする範囲が証券のみならず集団

投資スキームの持分や金融先物などにまで拡大したことを受けてのことである。

松尾直彦編著、三井秀範＝池田唯一監修『一問一答金融商品取引法』３９頁（商

事法務、２００６年）。

４２ 松尾・前掲脚注４１・１２４頁、１３０頁。
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減し、当事者の自治を認めることで迅速・効率的な経営を実現し、また、

企業の健全性を確保することを目的としている。こうした改正の影響は、

その会社の類型によっても変わってくるであろう。

もっとも、こうした改正の目的が実現できるためには、いくつかの問題

をクリアする必要があろう。たとえば、新会社法では多くの事項が当事者

の選択に委ねられることとなったため、実務がこれを生かすことができる

かが問題となろう。経営者にもより高度の法的知識が要求されるようにな

るとともに、法律専門家のアドバイスが必要となる場面も増大するであろ

う。

また、改正は、規制緩和によるデメリットがそれによりもたらされるメ

リットよりも小さいという予測のもと行われている。しかし、規制緩和の

デメリットには未知数の部分もある。場合によっては、改正が悪影響をも

たらすこともあるかもしれない。経済的・社会的状況を勘案しつつ、規制

を再調整することも必要であろう。

120 会社法におけるコーポレート・ガバナンス規制の改正（岡田）




